
１．行政組織図 ２．県土マネジメント部・まちづくり推進局の主な出先機関

広報・組織体制等

郡山土木事務所
所管区域：大和郡山市・生駒市・生駒郡
〒639-1041 大和郡山市満願寺町６０－１

郡山総合庁舎２階
Tel:0743-51-0201

高田土木事務所
所管区域：大和高田市・御所市・香芝市・

葛城市・北葛城郡

〒635-0065 大和高田市東中２－２－１
Tel:0745-52-6144

所管区域：奈良市・天理市・山添村

〒630-8303 奈良市南紀寺町２－２５１
Tel:0742-23-8011
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田原本町

下北山村

●工務第二課

●工務第二課

五條土木事務所
所管区域：五條市・野迫川村・十津川村
〒637-0006 五條市岡口１丁目３番１号

五條総合庁舎２階
Tel:0747-23-1151
工務第二課
〒637-1103 吉野郡十津川村上野地２２１
Tel:0746-68-0336

ヘリポート管理事務所
〒630-2166 奈良市矢田原町２４４６
Tel:0742-81-0501

流域下水道センター
〒639-1035 大和郡山市額田部南町１６０
Tel:0743-56-2830

浄化センター
〒639-1035 大和郡山市額田部南町１６０
Tel:0743-56-2830

第二浄化センター
〒635-0805 北葛城郡広陵町萱野４６０
Tel:0745-56-3400

宇陀川浄化センター
〒633-0204 宇陀市榛原福地２８－１
Tel:0745-82-5725

吉野川浄化センター
〒637-0071 五條市二見５－１３１４
Tel:0747-22-8631

中和土木事務所
所管区域：橿原市・桜井市・磯城郡・高市郡
〒634-0003 橿原市常盤町６０５－５

橿原総合庁舎３階
Tel:0744-48-3070

幹線街路整備事務所
〒630-8113 奈良市法蓮町７５７

奈良総合庁舎４階
Tel:0742-20-4591

中和公園事務所
〒636-0062 北葛城郡河合町佐味田2202
Tel:0745-56-3851

県営住宅管理事務所
〒639-1041 大和郡山市万願寺町６０－１

郡山総合庁舎３階
Tel:0743-51-2615

吉野土木事務所
所管区域：吉野町・大淀町・下市町・黒滝村・

天川村・下北山村・上北山村・川上村

〒639-3111 吉野郡吉野町上市２１５０－１
Tel:0746-32-4051

工務第一課 天川方面係
〒638-0392 吉野郡天川村沢谷５８
Tel:0747-63-0352

工務第二課
〒639-3701 吉野郡上北山村河合４２０－１
Tel:0746-82-0098

宇陀土木事務所
所管区域：宇陀市・宇陀郡・東吉野村
〒633-2221 宇陀市菟田野松井４８６－１

宇陀市菟田野地域事務所内
Tel:0745-84-9510

建設産業課

・重要施策の企画調整及び各種計画の進行管理に関すること。
・部内の予算、決算及び経理に関すること。
・部内各課及び他の部又は局との連絡調整に関すること。
・公共事業進行管理に関すること。

・住生活基本計画に関すること。
・県営住宅その他公営住宅等に関すること。※
・その他住宅に関すること。

・県有建築物の営繕に関すること。※
・県有建築物の設計及び工事監理の受託に関すること。※
・学校施設の建築に係る技術に関すること。

・建築基準法の施行に関すること。
・都市計画法に基づく開発行為に関すること。
・宅地造成及び特定盛土等規制に関すること。
・建築士及び不動産鑑定士に関すること。
・宅地建物取引業に関すること。
・独立行政法人住宅金融支援機構法の施行に関すること。
・福祉のまちづくり、建築物の耐震改修に関すること。
・その他建築に関すること。

総務課

・補償基準等の整備及び運用に関すること。
・土地収用に関すること。
・部所管の用地取得の進行管理に関すること。
・奈良県土地開発公社に関すること。

・建設工事の積算基準及び電算処理に関すること。
・建設工事の設計等業務委託の積算基準及び電算処理に関すること。
・建設工事の品質管理及び検査に関すること。
・建設副産物対策に関すること。

技術管理課

・道路政策の総合企画及び調整に関すること。
・道路の計画、新設及び改良に関すること。
・市町村道に関すること（交通安全施設を除く。）。
・京奈和自動車等の幹線道路に関すること。
・交通環境施策に関すること。
・街路事業に関すること。
・その他道路に関すること。※

道路建設課

・道路の認定、廃止及び変更に関すること。
・道路の管理及び維持補修に関すること。
・道路の災害防除及び災害復旧に関すること。
・道路の交通安全施設に関すること。
・自転車利用施策に関すること。

道路マネジメント課

・地域公共交通の総合企画及び調整に関すること。
・リニア中央新幹線の建設促進に関すること。
・地域航空に関すること。
・大和西大寺駅・平城宮跡周辺の渋滞踏切の解消に向けた取組に関すること。※

リニア・地域交通課

・河川整備（ダムを含む。）の企画、調査及び計画に関すること。
・河川整備（ダムを含む。）及びその施設等の維持管理に関すること。
・水防及び洪水情報等の伝達に関すること。
・河川の管理・砂利・災害復旧に関すること。

河川整備課

・砂防及び地すべり防止に関すること。
・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関すること。
・土砂災害防止法に関すること。
・土砂災害の監視警戒避難に関すること。
・深層崩壊に関すること。
・直轄砂防事業等に関すること。
・災害復旧に関すること。※

砂防・災害対策課

・下水道の総合企画に関すること。
・流域下水道に関すること。
・公共下水道及び都市下水路に関すること。
・その他下水道に関すること。

下水道マネジメント課

・まちづくりに関する調整及び推進に関すること。
・市町村等によるまちづくりの支援に関すること。
・市街地開発事業に関すること。※

まちづくり推進課

・土地利用の調整、国土利用計画法、地価調査に関すること。※
・土地の管理と利用に係る施策に関する、企画、調整及び推進に関すること。
・関西文化学術研究都市の建設の推進に関する企画及び調整
に関すること。

・地域の活性化、広域地方計画に関すること。
・都市計画法の施行に関すること。※
・駐車場法の執行に関すること。※

県土利用政策課

・都市公園に関すること。※

公園企画課

・平城宮跡における事業に関すること。※
・国営公園に関すること。※

住宅課

建築安全課

営繕課

まちづくり推進局

・広域防災拠点に関すること。 ※

県土マネジメント部 ※他課の所掌に所属するものを除く

①

②

③

④

⑤

①

②

③

④

・建設業法等に関すること。
・建設産業の振興に関すること。
・公共工事の入札・契約制度及び入札の執行に関すること。
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建設産業課

・重要施策の企画調整及び各種計画の進行管理に関すること。
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総務課
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・土地収用に関すること。
・部所管の用地取得の進行管理に関すること。
・奈良県土地開発公社に関すること。

・建設工事の積算基準及び電算処理に関すること。
・建設工事の設計等業務委託の積算基準及び電算処理に関すること。
・建設工事の品質管理及び検査に関すること。
・建設副産物対策に関すること。

技術管理課

・道路政策の総合企画及び調整に関すること。
・道路の計画、新設及び改良に関すること。
・市町村道に関すること（交通安全施設を除く。）。
・京奈和自動車等の幹線道路に関すること。
・交通環境施策に関すること。
・街路事業に関すること。
・その他道路に関すること。※

道路建設課

・道路の認定、廃止及び変更に関すること。
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・道路の災害防除及び災害復旧に関すること。
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・土砂災害の監視警戒避難に関すること。
・深層崩壊に関すること。
・直轄砂防事業等に関すること。
・災害復旧に関すること。※

砂防・災害対策課

・下水道の総合企画に関すること。
・流域下水道に関すること。
・公共下水道及び都市下水路に関すること。
・その他下水道に関すること。

下水道マネジメント課

・まちづくりに関する調整及び推進に関すること。
・市町村等によるまちづくりの支援に関すること。
・市街地開発事業に関すること。※
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・関西文化学術研究都市の建設の推進に関する企画及び調整
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・地域の活性化、広域地方計画に関すること。
・都市計画法の施行に関すること。※
・駐車場法の執行に関すること。※

県土利用政策課

・都市公園に関すること。※

公園企画課

・平城宮跡における事業に関すること。※
・国営公園に関すること。※
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建築安全課

営繕課
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・広域防災拠点に関すること。 ※

県土マネジメント部 ※他課の所掌に所属するものを除く
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・建設業法等に関すること。
・建設産業の振興に関すること。
・公共工事の入札・契約制度及び入札の執行に関すること。
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土木技術職員研修

１年目 ２年目～中堅 中堅以上
土木新規採用職員等

育成研修

監督員研修

擁壁安定計算研修

測量研修

コンクリート圧送勉強会

橋梁設計、杭基礎設計研修

監督員勉強会

建設技術研究発表会

検査員研修

一級土木施工管理技士資格取得研修

地質調査に関する技術講習会

CAD研修（初級編）
土木積算システム操作研修

CAD研修（BIM/CIM編）
       

無人航空機（ドローン）講習会

安全管理講習会

職種紹介動画を見て、職員になった自分を想像しよう︕

社会経済情勢認識研修
学びのプラットフォーム「ならっＣｉａｏ！」

（外部の先進事例・知恵を知る動画）

スマホでも閲覧可能！

隙間時間の有効活用♪

土木職・建築職に興味がある方へ
奈良県の土木職・建築職の仕事に興味のある方に向けて、仕事内容や勤務地などの働き方に

関する情報や職員からのメッセージなどを掲載しています。

・イベント情報（現場見学会等）
・技術職員からのメッセージ
・資料コーナー  等

職位基本研修

能力開発研修

新規採用
職員研修

2年目
職員
研修

3年目
職員
研修

中堅
職員
研修

・公務員意識
・基礎知識技能
・実地体験研修

・コミュニケーション
・緊急対応能力

・課題解決能力
・実地体験研修

・政策形成能力
・キャリアデザイン

勤続年数や職位に応じた研修により、

先取的に事業に取り組む力などを養います。

伸ばしたい能力・興味にあわせて自由に受講

説明力・文書作成・自治体法務  ほかeラーニングも充実 

本庁 土木事務所

県議会 地元説明
関係機関協議

コンサルタント 建設会社

どこに、どういうインフラが必要か︖ 思い描いたインフラを、どうすれば実現できるのか︖

国（省庁）

本庁と土木事務所のそれぞれの役割

土木事務所職員の1日 ＜吉野土木事務所(工務一課) 入庁6年目職員の例＞

8:30
始業

9:00 10:00 12:00 13:00 16:00 18:00
退所

設計業務の打合せ工事書類
確認

昼休み 現場へ出張 発注資料作成

建設コンサルタントと
事務所で打合せ

地元への説明や
工事の施工状況の確認

メール
確認 

連携

奈良県土木技術職員になったら・・・・

（1） 土木技術職員のしごと （２） 充実した研修制度

広報・組織体制等
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土木技術職員研修

１年目 ２年目～中堅 中堅以上
土木新規採用職員等

育成研修

監督員研修

擁壁安定計算研修

測量研修

コンクリート圧送勉強会

橋梁設計、杭基礎設計研修

監督員勉強会

建設技術研究発表会

検査員研修

一級土木施工管理技士資格取得研修

地質調査に関する技術講習会

CAD研修（初級編）
土木積算システム操作研修

CAD研修（BIM/CIM編）
       

無人航空機（ドローン）講習会

安全管理講習会

職種紹介動画を見て、職員になった自分を想像しよう︕

社会経済情勢認識研修
学びのプラットフォーム「ならっＣｉａｏ！」

（外部の先進事例・知恵を知る動画）

スマホでも閲覧可能！

隙間時間の有効活用♪

土木職・建築職に興味がある方へ
奈良県の土木職・建築職の仕事に興味のある方に向けて、仕事内容や勤務地などの働き方に

関する情報や職員からのメッセージなどを掲載しています。

・イベント情報（現場見学会等）
・技術職員からのメッセージ
・資料コーナー  等

職位基本研修

能力開発研修

新規採用
職員研修

2年目
職員
研修

3年目
職員
研修

中堅
職員
研修

・公務員意識
・基礎知識技能
・実地体験研修

・コミュニケーション
・緊急対応能力

・課題解決能力
・実地体験研修

・政策形成能力
・キャリアデザイン

勤続年数や職位に応じた研修により、

先取的に事業に取り組む力などを養います。

伸ばしたい能力・興味にあわせて自由に受講

説明力・文書作成・自治体法務  ほかeラーニングも充実 

本庁 土木事務所

県議会 地元説明
関係機関協議

コンサルタント 建設会社

どこに、どういうインフラが必要か︖ 思い描いたインフラを、どうすれば実現できるのか︖

国（省庁）

本庁と土木事務所のそれぞれの役割

土木事務所職員の1日 ＜吉野土木事務所(工務一課) 入庁6年目職員の例＞

8:30
始業

9:00 10:00 12:00 13:00 16:00 18:00
退所

設計業務の打合せ工事書類
確認

昼休み 現場へ出張 発注資料作成

建設コンサルタントと
事務所で打合せ

地元への説明や
工事の施工状況の確認

メール
確認 

連携

奈良県土木技術職員になったら・・・・

（1） 土木技術職員のしごと （２） 充実した研修制度

広報・組織体制等

NEW

64



（４） 奈良県土木技術職員修学資金貸与制度

詳細は県公式HPでチェック

奈良県職員採用情報サイト
奈良県で働くことについての知事メッセージ、県の仕事紹介や先輩職員たちの声を通じて、

奈良県職員として働くことのやりがいや魅力を発信しています。

・採用試験情報
・説明会情報
・職種紹介
・先輩職員たちの声 等

総合職（総合土木・造園・建築・総合電機・農学・林学等）

受験資格

試験科目
第1次試験　：　基礎能力検査（SPI3）、性格検査、専門試験（記述式）

第2次試験　：　口述試験

① 22歳～30歳（H6.4.2～H15.4.1に生まれた方）

② 22歳未満（H15.4.2以降に生まれた方）で大学を卒業・卒業見込・同等の資格がある方

③ 22歳未満（H15.4.2以降に生まれた方）で短大・高専を卒業・卒業見込・同等の資格がある方

筆記試験は基礎能力検査（SPI3)・専門試験（記述式）により実施

短大・高専等を卒業・卒業見込・同等の資格がある方は２０歳から受験可

採用候補者名簿登載期間を１年→５年に延長

公務員特有の教養試験対策が不要！

新卒・第二新卒等 〔若手人材〕 対象年齢：～30歳

12/13 3/1 3/5 4/14 5/8～5/21 5/30
R6

専門試験・専門論文試験から 専門試験のみへ移行

「公務員経験者試験」の創設

・国家公務員・都道府県・政令指定都市で７年以上実務経験のある方は、面接のみ

社会人・転職者 〔多様なバックグラウンドを有する即戦力人材〕 対象年齢：31歳～45歳

「キャリア活用試験」の創設

・専門的な知識・技能を有する方を係長級又は課長補佐級で採用

民間企業等でのキャリアを活用して受験可能

専門人材 〔有為な外部人材〕 対象年齢：34歳～59歳

＜対象者＞学校等※に在籍し、
土木に関する学科を専攻する方

    ＜貸与額＞月額5万円
（年額60万円）

学校等※を卒業後、奈良県土木

技術職員として採用され、引き続き

10年間在職したとき

全額返還免除

※ 大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校

奈良県土木技術職員として一緒に働きませんか

土木を学ぶ学生のための修学資金貸与制度を始めます！

令和６年度実施試験からの 「改革」

県民の願いをカタチにする仕事があなたを待っています！

（３） 採用試験制度の改革～間口の広い試験制度に見直し～

広報・組織体制等

NEW

NEW

試験分野
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（４） 奈良県土木技術職員修学資金貸与制度

詳細は県公式HPでチェック

奈良県職員採用情報サイト
奈良県で働くことについての知事メッセージ、県の仕事紹介や先輩職員たちの声を通じて、

奈良県職員として働くことのやりがいや魅力を発信しています。

・採用試験情報
・説明会情報
・職種紹介
・先輩職員たちの声 等

総合職（総合土木・造園・建築・総合電機・農学・林学等）

受験資格

試験科目
第1次試験　：　基礎能力検査（SPI3）、性格検査、専門試験（記述式）

第2次試験　：　口述試験

① 22歳～30歳（H6.4.2～H15.4.1に生まれた方）

② 22歳未満（H15.4.2以降に生まれた方）で大学を卒業・卒業見込・同等の資格がある方

③ 22歳未満（H15.4.2以降に生まれた方）で短大・高専を卒業・卒業見込・同等の資格がある方

筆記試験は基礎能力検査（SPI3)・専門試験（記述式）により実施

短大・高専等を卒業・卒業見込・同等の資格がある方は２０歳から受験可

採用候補者名簿登載期間を１年→５年に延長

公務員特有の教養試験対策が不要！

新卒・第二新卒等 〔若手人材〕 対象年齢：～30歳

12/13 3/1 3/5 4/14 5/8～5/21 5/30
R6

専門試験・専門論文試験から 専門試験のみへ移行

「公務員経験者試験」の創設

・国家公務員・都道府県・政令指定都市で７年以上実務経験のある方は、面接のみ

社会人・転職者 〔多様なバックグラウンドを有する即戦力人材〕 対象年齢：31歳～45歳

「キャリア活用試験」の創設

・専門的な知識・技能を有する方を係長級又は課長補佐級で採用

民間企業等でのキャリアを活用して受験可能

専門人材 〔有為な外部人材〕 対象年齢：34歳～59歳

＜対象者＞学校等※に在籍し、
土木に関する学科を専攻する方

    ＜貸与額＞月額5万円
（年額60万円）

学校等※を卒業後、奈良県土木

技術職員として採用され、引き続き

10年間在職したとき

全額返還免除

※ 大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校

奈良県土木技術職員として一緒に働きませんか

土木を学ぶ学生のための修学資金貸与制度を始めます！

令和６年度実施試験からの 「改革」

県民の願いをカタチにする仕事があなたを待っています！

（３） 採用試験制度の改革～間口の広い試験制度に見直し～
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